
 

★ 電気工事の指名方法の一部変更について 
 

 

電気工事について、電子入札の開始（平成 19 年 8 月 27 日発注分から）に伴

い、指名方法の一部を次のとおり変更します。なお、見積りを徴収する場合も

同様の方法とします。 

◎ 地理的条件について 

発注工事のランクに応じ、次の最小単位とする地域の当該ランク有資格者を

全て指名します。 

 

等級 最小単位とする地域 

A ランク 市内全域 

ブロック 行 政 区 名 

北 
北、都島、福島、此花、西淀川、淀川、東淀川、

東成、旭、城東、鶴見 

B ランク 

C ランク 

D ランク 

南 
中央、西、港、大正、天王寺、浪速、生野、 

阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、西成 

※ ただし、指名有資格者が 7社に満たないときは、当該ランク有資格者を全て指名します。 


